
事例１
公益財団法⼈ ⽇本スポーツ協会（JSPO）

2024年8⽉、JSPO⽇本スポーツ少年団、
⿃取県スポーツ少年団、全⽇本軟式野球
連盟は、主催する「第46回全国スポーツ少
年団軟式野球交流⼤会」において、⼦供
の健康と安全確保を図るため、計画段階
から、⼤会開催期間中を通じて熱中症の
危険性が⾼まる昼の時間帯を避けて開催
することを決定するなど、これまで以上の熱
中症対策を講じている。 ▲講じられた主な熱中症対策

① 試合開催時刻を午前の部(8:30〜10:15)と
⼣⽅の部(16:00〜17:45)の2部制で実施

② 「試合開始前」と「各イニングの開始前」に
WBGT値を測定し、WBGT31℃以上となっ
た場合は試合を開始しない

③ 試合⽇前⽇に「熱中症警戒アラート」が発令
された場合は、翌⽇の全試合を中⽌

スポーツ庁では、令和6年度にスポーツ団体から得られた熱中症対策の取組についての情報を基に、以下の
とおり取組事例としてまとめました。中央競技団体・地域のスポーツ団体等にとって参考になる情報ですので、
関係者への幅広い共有をお願いいたします。

スポーツ団体における熱中症対策取組事例

公式HPでの熱中症対策の啓発・JSPO対応⽅針の策定
概要

開催後の課題等を踏まえた今後の⼤会運営に向けて
POINT ２
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• JSPOでは、公式HPに「熱中症予防運動指針」や、「ス
ポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」等を掲⽰し、
スポーツ現場における熱中症事故を予防するための情
報提供や啓発を⾏っている。
• また、 2024年６⽉、JSPOが主催する事業においては、
WBGT値31℃以上の場合、スポーツ活動を原則中⽌
とすること等を定めた「スポーツ活動中の暑熱対策に関
するJSPO対応⽅針」を策定。→ ▲啓発教材

• 今⼤会では、開催地(⿃取県⽶⼦市)の過去のWBGT値を参考として事前に試合時刻を設
定していたが、会場での当⽇の実測値により予定時刻に開始できない試合もあった。

• ⼣⽅の部(16:00〜)の試合については、時間の経過とともに気温も下がることを想定していた
が、試合開始後にWBGT値が再び上昇する事態が⽣じ試合終了となった。その後、主催者
間で協議の上、当初のルールを変更し、以降の試合においては、試合中(各イニングの開始
前)にWBGT31℃を越えた時点で試合終了とはせず、中断・再測定を⾏う対応とした。

• WBGT値の影響を最⼩限に抑えるためには、ナイターでの試合実施を検討することも必要と
考えるが、それが可能となる開催地や開催時期を検討していかなければならない。

• 各イニング開始前にWBGT値の計測を実施したが、試合進⾏を⼀時的に⽌めてしまうことと
なり、⼦供が試合に集中することが難しい場⾯も⾒られた。

• これらを踏まえ、今後は、⼦供が熱中症の危険にさらされることなく、安⼼して試合に集中で
きるよう開催地や開催時期も含めた⼤会運営⽅針の検討、早期から開催地スポーツ少年
団との間で⼊念な打合せを⾏った上で⼤会を運営することが重要と考える。

全国スポーツ少年団軟式野球交流⼤会における熱中症対策の徹底
POINT １

別添２



JFAでは、公式HPに「暑熱対策・⽔分補給」という
ページを設置し、熱中症対策に係る情報を
集約している。具体的には、独⾃に定めたガイドラ
インに加え、環境省や厚⽣労働省の公表資料等
を掲載している。さらに、医師監修のもと、熱中症
対策の⽅法を簡潔にまとめたオリジナル動画を作
成し掲載している。JFAでは、これらを通じて、全国
の地域組織における熱中症対策に取り組んでいる。

「熱中症対策ガイドライン」の改定
POINT １

公式HPでの特集やオリジナル動画作成による熱中症対策の啓発
概要

ガイドライン違反時の対応を条⽂に追加（地域組織への徹底）
POINT ２

事例２
公益財団法⼈ ⽇本サッカー協会（JFA）

▲オリジナル動画
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JFAでは、2016年に「熱中症対策ガイドラ
イン」を策定したが、当時と⽐較し昨今の
気温上昇・酷暑化が著しくなっていること
から、予防の啓発・注意喚起を周知徹底
し、厳重な熱中症対策を講じるため、
2024年5⽉にガイドラインを改定した。
ガイドラインでは、引き続き、⼤会・リーグ戦
等の試合時のみならず、⽇常のトレーニン
グ等における対策・予防を講じることを求め
ている。また、理解促進につながるよう、イ
ラストを⽤いた改正概要を作成した。

▲主な改正の概要

• 試合においては、現⾏のガイドラインから⽅針の
変更はないものの、「31≦WBGTでは、原則試
合中⽌・中断・延期」を徹底し、躊躇なく中⽌
等を判断するよう注意喚起
• 熱中症予防対策として、熱中症に関する知識
習得、情報の収集を⾏うことを規定
• 熱中症発⽣時の対応を規定
• クーリングブレーク、飲⽔タイムを前後半それぞれ
2回以上設定することも可能とすることを規定

全国の地域組織における熱中症対策の徹
底を図るため、ガイドラインで熱中症対策⽅
針を⽰した上で、ガイドラインに違反した場
合の対応についての条⽂を追加した。 ▲ガイドライン第９条



開催⽅法対象形式

各クラブの練習場所
や試合場所に赴き
実施

主に⼦どもパターン1

指導者が講習場所
に集合指導者パターン2

事例３

特定⾮営利活動法⼈ 府中市スポーツ協会／府中市

スポーツ協会と市それぞれで熱中症対策の取組を実施

府中市では、市とスポーツ協会が連携して熱中症対策のための取組を⾏っている。
府中市スポーツ協会では、毎年夏に熱中症予防講習会を開催し、加盟組織内外に対し
熱中症予防に係る知識の普及を⾏っている。
府中市では、熱中症警戒情報等を基準として熱中症の危険性が⾼い⽇の市主催イベントの
中⽌を含めた検討を⾏い、また、スポーツ施設のキャンセルについて、使⽤料の還付対応を⾏っ
ている。

概要

スポーツ施設使⽤料⾦の還付対応（府中市）

府中市では、東京都内で熱中症
警戒アラートが発表されていたり、
熱中症の危険性が⾼いと利⽤者
⾃らが判断して市⽴スポーツ施設
の利⽤を取りやめる場合、利⽤者
に対して使⽤料を還付している。
取組を令和２年から実施している。

POINT ２

講習を2つの形式で実施し広く啓発（府中市スポーツ協会）

府中市スポーツ協会では、 2つの異なる形
式で熱中症予防講習会を実施することで、
より多くの⼈々へ熱中症対策の知識普及
を図っている。
1つは、ジュニア育成地域推進事業の対象
である府中市のクラブ向けに、各クラブの
練習や試合を⾏っている会場に赴き現地で
2時間ほど実施する形式となっている。⼦供
向けに講習を⾏いながら、その場にいる指
導者や保護者にも啓発を⾏っている。
もう1つは、府中市スポーツ協会に加盟して
いる全団体向けに、講習場所を設けて実
施している。各団体に参加を呼びかけ、積
極的な啓発を⾏っている。

POINT １

▲熱中症予防講習会の形式

▲使⽤料の還付等について



事例４

⾜⽴区軟式野球連盟

活動時間／試合時間の制限を求める通達

⾜⽴区軟式野球連盟では、⾜⽴区やスポーツ協会
と連携し、⼦供達の健康と未来を守るため、徹底し
た取組を⾏っている。
具体的には、熱中症対策に係る通達を発出しホー
ムページに掲載することで、各地区リーグの試合時間
や各チームの活動（練習含む）時間を制限するな
ど、加盟団体に対して熱中症予防を促している。

概要

熱中症の危険度が⾼い時間帯の活動を制限（練習含む）

2023年の通達では、夏季期間中、①12時〜15時に活動
しないこと（練習含む）、②⾜⽴区内の地区リーグの試合は
8時には開始し12時までには終了することを加盟団体に依頼
することで、気温が⾼くなる時間帯の活動を避けるようにしてい
る。活動時間制限のルールを決めるに当たっては、区や加盟団
体の意⾒をとりまとめることで、両者にとって受け⼊れやすい
ルールとなるようにしている。
また、上記の対応を取った上で熱中症になってしまった場合に
は、加盟団体から連盟に逐⼀報告することを求めており、
連盟として状況を把握できる体制を整えるなど、何かあった時
に連盟として速やかに対応できる環境作りに努めている。

POINT １

通達内容の実効性を⾼めるための対応

実際には通達内容を遵守せずに活動するチームや他地域の球場で活動することで通達内容
の適⽤を免れているチームがいる。そうした⾏為を繰り返すチームへの対応としては、加盟団体が
集まる全体会での繰り返しの要請に加え、個別で話し合いの場を設けたり、連盟の役員が
実際にグラウンドを⾒回りしたりすることによって、加盟団体全体に対する通達内容の浸透を
図っている。

POINT ２

▲連盟からの通達
（上記サイトからダウンロード可能）

▲連盟HPの通達掲載画⾯


